
税
の
申
告
用
に
社
会
保
険
料

の
納
付
額
通
知
を
郵
送

　
令
和
３
年
中
に
納
付
し
た
国
民
健
康
保

険
税・後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料・介
護
保

険
料
に
つ
い
て
、１
月
末
に
納
税
義
務
者

（
被
保
険
者
）へ
年
間
納
付
済
額
を
は
が
き

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
右
記
保
険
税（
料
）の
納
付
額
は
、確
定

申
告
お
よ
び
住
民
税
申
告
の
際
に
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、は

が
き
は
申
告
時
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
対
象
者

令
和
３
年
１
月
１
日
〜
12
月

31
日
に
右
記
保
険
税（
料
）を
納
付
し
た

納
税
義
務
者（
被
保
険
者
）

減
収
し
た
方
の
保
険
税（
料
）

の
減
額・免
除

　
令
和
3
年
中
に
減
収
し
た
方
の
国
民
健

康
保
険
税
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、

介
護
保
険
料
は
、申
請
に
よ
り
減
免
を
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

　
①
全
額
免
除
：
世
帯
の
主
な
生
計
維
持

者（
以
下「
生
計
維
持
者
」と
い
う
）が

「
死
亡
」ま
た
は「
重
篤
な
傷
病
」を

負
っ
た
場
合

　
②
一
部
免
除
：
生
計
維
持
者
の
事
業
収

入
・
不
動
産
収
入
・
山
林
収
入
・
給
与

収
入
が
減
少
し
、次
の
全
て
に
該
当

す
る
方

　
　
・生
計
維
持
者
の
令
和
3
年
中
の
事

業
収
入
な
ど
が
、前
年
に
比
べ
て

10
分
の
3
以
上
減
少

　
　
・生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
な
ど
以

外
の
令
和
2
年
の
所
得
の
合
計
額

が
4
0
0
万
円
以
下

　
　
・生
計
維
持
者
の
令
和
2
年
の
総
所

得
金
額
な
ど
が
1
，
0
0
0
万
円

以
下（
介
護
保
険
は
除
く
）

▼
受
付
期
間

3
月
31
日
㈭
ま
で

問
・国
民
健
康
保
険
税

（市）
税
務
課
市
民
税
係・管
理
係

・後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

（市）
医
療
保
険
課
福
祉
医
療
係

・介
護
保
険
料

（市）
介
護
保
険
課
保
険
給
付
係

保
険
税（
料
）に
つ
い
て

税金

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

固定資
産税

　
商
店・工
場・農
業・不
動
産
な
ど
を
営
ん

で
い
る
方
は
、1
月
31
日
㈪
ま
で
に
償
却

資
産（
固
定
資
産
税
）の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
令
和
4
年
1
月
1
日
時
点
で
市
内
に
対

象
と
な
る
資
産
を
所
有
し
て
い
る
場
合
は
、

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。
申
告
書
が
な
い

場
合
は
、送
付
し
ま
す
の
で
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
対
象
と
な
る
資
産

・事
業
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
構
築

物
、機
械
、器
具
お
よ
び
備
品
な
ど

　
・個
人
が
売
電
や
事
業
を
目
的
に
設
置

し
た
太
陽
光
発
電
設
置
や
共
同
住
宅

の
外
構
な
ど

問
（市）
税
務
課
資
産
税
係

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
加
入
者
の
う
ち
、会
社
員（
給
与
収

入
の
あ
る
方
）が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
感
染
し
、ま
た
は
感
染
が
疑
わ

れ
、治
療
の
た
め
勤
務
が
で
き
ず
給
与
な

ど
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

支
給
す
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
を
再

延
長
し
ま
す
。

▼
適
用
期
間（
期
間
延
長
後
）

令
和
2
年
1
月
1
日
㈬
〜
令
和
4
年
3

月
31
日
㈭

▼
申
請
方
法

　

事
前
に
電
話
で
相
談
の
う
え
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
書
や
必
要

書
類
を
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

問
（市）
医
療
保
険
課

▲ 後期高齢者医療
加入者向け

▲ 国民健康保険
加入者向け

新
型
コ
ロ
ナ
に
伴
う
傷
病
手
当
金
の
適
用
期
間

を
再
延
長

コロナ
対策

▲ 後期高齢者医療
加入者向け

▲ ホームページ
　はこちら

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が
長
期
化
す

る
中
、そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
子
育
て
世
帯
を
支
援

す
る
た
め
、高
校
生
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
に
対

し
、児
童
１
人
に
つ
き
10
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

　
令
和
３
年
９
月
分
の
児
童
手
当（
本
則
給
付
）の
支
給

対
象
と
な
る
児
童
や
令
和
３
年
９
月
出
生
で
令
和
３
年

10
月
分
の
児
童
手
当（
本
則
給
付
）の
支
給
対
象
と
な
る

児
童
に
は
、令
和
3
年
12
月
27
日
に
振
り
込
み
済
み
で

す
が
、次
の
方
は
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童

　
・平
成
15
年
４
月
２
日
〜
平
成
18
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
児
童〔
保
護
者
の
所
得
が
児
童
手
当（
本
則
給

付
）の
支
給
対
象
と
な
る
金
額
と
同
等
未
満
〕

　
・令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童
手
当

（
本
則
給
付
）の
支
給
対
象
児
童（
新
生
児
）

▼
申
請
方
法

　

高
校
生
の
児
童
の
み
の
保
護
者
、公
務
員
の
方
、

令
和
３
年
10
月
以
降
に
生
ま
れ
た
新
生
児
の
保
護
者

は
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
が
必
要
な
方
に
は
、１

月
以
降
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
。詳
し
く
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　
３
月
31
日
㈭（
令
和
４
年
３
月
生
ま
れ

の
新
生
児
に
つ
い
て
は
４
月
15
日
㈮
）

問・申
請  ・（市）
子
育
て
支
援
課
児
童
福
祉
係

・（市）
吉
川
支
所
市
民
生
活
課

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別

給
付
金
10
万
円
を
支
給

コロナ
対策

▲ ホームページ
はこちら

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

が
長
期
化
す
る
中
、自
立
支
援
の
た
め
に

支
給
す
る
支
援
金
の
対
象
に「
緊
急
小
口

資
金
お
よ
び
総
合
支
援
資
金
の
初
回
を
借

り
終
わ
っ
た
世
帯
」を
追
加
し
、申
請
期

限
を
延
長
し
ま
す
。

▼
対
象

次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す

世
帯

　
①
総
合
支
援
資
金
の
再
貸
付
を
借
り
終

わ
っ
た
世
帯
な
ど
、ま
た
は
緊
急
小

口
資
金
お
よ
び
総
合
支
援
資
金
の
初

回
を
借
り
終
わ
っ
た
世
帯（
生
活
保

護
受
給
中
の
世
帯
は
除
く
）

　
②
収
入（
月
額
）が
次
の
a
＋
b
の
額
を

超
え
な
い
こ
と

　
　
a  

市
民
税
均
等
割
非
課
税
額
の
12

分
の
1

　
　
b  

生
活
保
護
の
住
宅
扶
助
基
準
額

　
③
資
産（
預
貯
金
お
よ
び
現
金
）が
②
a

の
6
倍
以
下
で
あ
る
こ
と（
た
だ
し

1
0
0
万
円
以
下
）

　
④
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
に
求
職
申
込
し
、

誠
実
か
つ
熱
心
に
求
職
活
動
を
行
う

こ
と

▼
支
給
額（
月
額
）

単
身
世
帯：
6
万
円
、2
人
世
帯：
8
万

円
、3
人
以
上
世
帯：
10
万
円

▼
受
給
期
間

3
カ
月
以
内（
た
だ
し
、3

カ
月
を
経
て
引
き
続
き
要
件
を
満
た
す

場
合
は
さ
ら
に
3
カ
月
以
内
の
追
加
支

給
が
可
能
）

▼
申
請
方
法

順
次
①
の
世
帯
に
送
付
し

て
い
る
申
請
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、添
付
書
類
と
と
も
に
窓
口
ま
た
は

郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限（
期
限
延
長
後
）

3
月
31
日
㈭

問・申
込
（市）
福
祉
課
生
活
支
援
係

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
金
の
対
象
を
拡
大

コロナ
対策

▲ ホームページ
はこちら

人
権
の
目

募
　
　
集

相
　
　
談

健
　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

子
育
て

教
室・講
座

く
ら
し

催
　
　
し

教
室・講
座

施
　
　
設

みっきぃナビ

三木市役所・ 〒673‒0492 上の丸町10-30 ・☎82－200011 10広報みき 2022.1


